＜ 会計指導課 ＞
検査・指導第一グループ

検査・指導第二グループ

１．会計実地検査

本庁各室課及び予算執行機関の会計事務について実地検査を実施し、改善措置等の指導を行うなど、
その適正化に努めた。

○総合検査

新公会計も含めた検査項目の充実を図った「総合検査」を実施した。
（１）検査実施状況
	年　度
	令和５年度
	令和６年度

	検査対象数
	３５０
	３４８

	検査実施数
	３５０
	３４８


※検査対象数には、警察署を含まず。
（２）指導状況
	結果内容
	令和５年度
	令和６年度

	改善・是正を要し、その措置報告を求める事項あり

文書指導事項あり

口頭指導事項あり

特記事項なし
	３ 所属

２２２ 所属

　９１ 所属

３４ 所属
	６ 所属

２３５ 所属

８２ 所属

２５ 所属


　　　　　　
○特別検査

（１）検査実施状況

	年　度
	令和５年度
	令和６年度

	検査対象数
	５０６
	５０７

	検査実施数
	１１９
	１５５


　　　　　　　
（２）改善を指示した事項等

	結果内容
	令和５年度
	令和６年度

	公金以外の現金等を保管

その他事務執行について
	０ 件

１ 件
	　０ 件

    ０ 件


　　
○臨時検査

（１）検査実施状況　

令和５年度　該当なし

令和６年度　１所属
（２）指導状況
　　　 令和6年度　文書指導事項あり　1所属
根拠法令等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府財務規則第166条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府会計検査規程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府会計実地検査実施要領（府機関用）
２．指定金融機関等における公金取扱事務の検査

指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に対し、適正な公金の収納・支払事務がなされるよう次のとおり実地検査を実施し、指導を行った。

(1) 検査実施状況

	種別
	実施基準
	検査対象

店舗数
	検査実施店舗数
	左記のうち不備事項のあった店舗数

	指定金融機関
	総括店
	毎年度に１回
	　１
	　１
	０

	
	収支店
	３年度に1回
	４５
	１６
	０

	指定代理金融機関
	３年度に1回
	３３
	１０
	０

	収納代理金融機関の取りまとめ店又は母店
	５年度に1回
	７５
	１５
	１

	臨時検査
	必要の都度
	－
	－
	０

	合　　　　　　　　　計
	１５４
	４２
	１


（注）検査対象店舗数は、令和６年４月１日現在

　(2) 不備事項

　　　 証拠書類の保存・管理等　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法施行令第168条の４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府財務規則第166条　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定金融機関等検査要領

３．指定公金事務取扱者の検査

令和６年４月の地方自治法改正に基づき新たに設けられた指定公金事務取扱者に対し、適正な公金の収納・支払事務がなされるよう次のとおり検査を実施し、指導を行った。
(1) 指定公金事務取扱者に対する実地検査実施状況
	年　　度
	令和５年度 ※1
	令和６年度 ※2

	対象団体数
	１１
	６１

	検査実施数
	４
	４

	上記のうち不備事項のあった団体数
	０
	０



  　　　※1令和５年度は改正前の地方自治法施行令第158条の２第３項に基づき実施した府税徴収金収納委託
　団体の検査について記載
      ※2対象団体数は、会計管理者への報告があったもので、令和６年度中に指定公金事務取扱者としての委託期間があるもの
(2) 不備事項
    該当なし
(3) 臨時検査実施状況

　　　該当なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法第243条の２第８項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府財務規則第166条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府会計事務検査実施要領
（指定公金事務取扱者用）
４．会計事務研修の実施

正確で効率的な会計事務の執行と職員全体の会計事務のレベルアップを図るため、出納員、会計員、グループ長及び担当者などを対象とする会計事務研修を次のとおり実施した。

	研修名
	対象者
	実施年月日
実施回数
	参加人員
	備考

	新規採用職員研修
	新規採用職員
	令和６年４月５日、19日
（計２回）
	（修了者）
５０２名
	〔主催〕
人事課

	主事・技師級研修

（３年目）
	入庁３年目の

主事・技師
	ｅラーニング
	（修了者）
４６２名
	〔主催〕
人事課

	新任主査級研修
	新任主査級職員
	ｅラーニング
	（修了者）
２２６名
	〔主催〕
人事課

	新任課長補佐級研修
	新任課長補佐級
職員
	ｅラーニング
	（修了者）
１５６名
	〔主催〕
人事課

	新任課長級研修
	新任課長級職員
	ｅラーニング
	（修了者）
 ７９名
	〔主催〕
人事課

	出納員・会計員・

グループ長研修
	出納員・会計員・

グループ長
	令和６年４月17日、18日
（計２回）
	１００名
	〔主催〕
会計局

	初めて会計事務を
行う担当者研修
	新会計事務担当者
	令和６年４月24日、25日、
２６日（計３回）
	２４３名
	〔主催〕
会計局

	中堅職員向け研修
	実務担当者

副主査昇任希望者
	令和６年10月８日、９日、10日
（計３回）
	２３１名
	〔主催〕
会計局

	会計事務担当者
説明会
	会計事務担当者
	令和７年２月26日、27日、
28日
（計３回）
	２８１名
	〔主催〕
会計局

	再任用職員研修
	再任用予定職員
現再任用職員
	令和７年３月５日
	３８名
	〔主催〕
会計局

	総合検査時研修
	総合検査受検者
	令和６年４月24日～
令和７年１月21日
	延べ
１，８３５名
	

	フォローアップ研修
	総合検査において

改善・是正すべき事項が検出され、その措置結果の報告を求めた機関の職員
	令和７年２月３日　ほか
（計６回）
	２１名
	

	また、各所属において実施する会計事務研修で使用することのできる資料及び動画の提供を行った。

	会計事務職場研修
動画配信
	所属の職員
	令和６年４月３日～
令和７年３月３１日
	視聴数延べ
７,７１１回
	


５．小口支払基金の取扱事務
知事が指定する機関において、知事が定める小口の経費支払を円滑に行うため、昭和55年度から小口支払基金を設けて事務処理をしている。
(1) 小口支払基金の概要
	基金額
	４５，０００千円
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資金の交付先
及び資金交付限度額
	本庁各室課
	
	１００千円（警察本部は１,０００千円）
	
	　

	
	予算執行機関
	
	１００千円
	
	
	
	　

	
	上記により難い場合は、あらかじめ会計管理者の承認を受けた金額 (H20.3改正)

	経費の範囲
	　報償費　旅費　需用費　役務費　使用料及び賃借料　原材料費
負担金、補助及び交付金　扶助費　公課費


(2) 小口支払基金の使用状況　　　　　　　　９６，３８１，００１　円　（令和７年３月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3) 小口支払基金の保管状況（令和７年３月31日現在）　
	基金・預金
	
	３５，２９０，５７７
	円

	
	資金前渡職員
	
	３２，６２０，５７７
	円

	　　　　　　　　　　　　　　　
	会計管理者
	
	２，６７０，０００
	円

	振替未収金
	
	９，７０９，４２３
	円


根拠法令等
　大阪府基金条例
　小口支払基金の管理に関する規則

６．大阪府政府調達苦情検討委員会

「政府調達に関する協定」に係る入札等の苦情処理を行うための組織として、「大阪府政府調達苦情検討委員会」の運営を行っているが、令和６年度は、当該協定に基づく苦情申立てはなかった。
大阪府政府調達苦情検討委員会委員名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）

	氏名
	職名
	備考

	有澤　知子
	大阪学院大学名誉教授
	委員長職務代理

	水鳥　能伸
	大阪公立大学大学院法学研究科教授
	

	八木　良一
	弁護士
	

	大和　正史
	関西大学名誉教授
	

	山本　浩二
	大阪学院大学経営学部教授、大阪府立大学名誉教授
	委員長


　任期：令和６年４月１日から令和８年３月31日まで
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